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＜中山台コミュニティ地区防災計画＞ 

１ 地区防災計画の作成主旨・目的など基本方針 

大規模災害が発生して、ライフラインが停止した状況下でも、

地域が一体となって、発災からの一週間を自分たちで生き延びる

ことができることを目標に、計画を策定する。 

 

２ 策定主体の種別、規模、構成員 

(１) 種別  

中山台コミュニティ 

 

(２) 規模  

宝塚市立中山五月台中学校区（中山台コミュニティエリア） 

の全住民 

 

(３) 構成員 

中山台コミュニティは自治会を中心に中山台コミュニティ

運営委員会活動部会や様々な住民団体で構成する。 

 

３ 地区の特性、地区防災計画が対象とする災害 

(１) 地区の特性 ＜人口的特性＞ 

ア 人口 約１３,０００人、約６,０００世帯、65 歳以上の高齢

化率 約３７.５％（「地区カルテ」2018年 3月末現在） 

イ 少子高齢化が進んでおり、災害時も住民同士での助け合う事

が、より求められる。 

ウ  高齢化などにより、自治会への加入は徐々に減少しているが、

コミュニティエリア内の自治会の組織率は約６５%である。福

祉活動や文化活動など住民の活動が活発な地域である。 
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エ  山間部を開発した住宅地であり、地域内の高低差が大きい。 

生活するための移動手段としてはバスや自家用車に依存する

場合が多い。今後も、高齢者の移動手段の確保が課題の一つで

ある。災害発生など緊急事態に備え、普段から近隣の助け合い

が不可欠である。 

 

(２) 地区の特性 ＜地形的特色＞ 

山を削った切土と、その土を埋めた盛土のまちで、３つ の

ロックフィルダム（岩石や土砂を積み上げて建設する型式のダ

ム）構造の斜面が住宅地の土止めの役割を果たしている。また、

土砂災害警戒区域が広範囲にあり、土砂災害特別警戒区域も数

カ所設定さている。外部に繋がる道路は平地からの２本、山の

上を抜ける１本の合計３本ある。 

 

(３) 地区防災計画が対象とする災害 

地震、土砂災害を対象とする。   
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４ 「平常時」の取組み 

(１) 防災意識の啓発 

ア 委員会活動を通じて防災意識向上の為の取組みを継続的 

に行う。委員会は、各種団体から選出した委員と公募委員によ

って構成され、月に一度の定例会議を開催。「自分たちのまち

は自分たちで守る」をスローガンに地域の防災力アップを目指

す。 

イ 回覧や講習会を利用して、家庭内備蓄・住宅耐震補強を促す。 

ウ 自治会毎に発災直後の安否確認など、自主防災会の活動 

を強化する。その内容は、単位自治会の意向を尊重すること

とし、委員会から強制することはない。単位自治会が情報を

求める時には、委員会からの提案も含めて情報提供を行う。 

エ 委員会ニュースを発行し、防災の基礎知識を広め、防災・  

減災の意識向上を目指す。 

 

(２) 防災訓練の実施 

ア 所属団体ごとの防災訓練 

（ア） 所属団体は、それぞれの規定にあわせて随時避難訓 

練を実施し、安否確認から一次避難に至る申し合わせ事

項を定め、住民に周知する。 

（イ） 所属団体の訓練等に必要な資器材貸与など、委員会 

への要請があれば可能なかぎり支援する。 

イ 中山台コミュニティエリア大規模避難訓練 

中山台コミュニティエリア（中山五月台中学校区）で大規

模避難訓練を年に一度実施する。指定避難所開設訓練、予備

避難所開設訓練、福祉避難所開設訓練、地区災害対策本部訓

練、耐震性貯水槽の水出し訓練、応急救護所受付訓練、その

他訓練メニューは、定番メニューと年度ごとに委員会で決め
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るオリジナルメニューで構成する。地域住民で訓練を作り上

げ、発災時に自ら進んで行動できる人を一人でも多く育てる

訓練を目指す。 

 

 

訓練メニュー（例） 

指

定

避

難

所 

避難者受付訓練 受付け票を使って人数及び避難者を把握 

応急救護訓練 ＡＥＤの訓練や骨折の手当など救急隊による

講習を実施 

炊き出し訓練 年度毎に委員会で決めたメニューで実施 

自宅避難者捜索訓練 手上げ方式による災害時要援護者宅を訪問

し、安否確認 

段ボールベッド組立訓練 段ボールベッドの組立てトレーニング 

防災用品の展示と促進 見本品を展示して家庭内備蓄を促進する 

予備避難所開設訓練 指定管理者を中心に開設 

耐震性貯水槽水出し訓練 指定管理者を中心に手動による水出しを実施 

福祉避難所開設訓練 中山ちどりのスタッフを中心に開設 

地区災害対策本部機能訓練 エリア内拠点として情報集約及び発信を実施 

地区防災計画検証 訓練ごとに検証し、計画に反映 

 

(３) 防災資器材の整備・点検 

ア 委員会は、中山ちどりと防災資機材保管場所確保のため  

の協定を締結している。 

イ 防災資機材は中山ちどりのストックヤードで委員会が管 

理する。 

ウ 防災資機材を訓練時に使用した際は、残量を確認し避難   
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所ごとに分別する。いつ発災しても、すぐに使用できる状態で

保管する。（別紙「物品リスト」参照） 

 

(４) 情報伝達網の構築 

ア 伝令 

もっとも確実な伝達手段として伝令を活用する。そのた  

めに、バイクなどで移動可能な人に協力を求める。 

イ 電子メールなど 

委員間の情報提供手段として、メーリングリストを使用  

する。 

ウ 災害時優先携帯電話 

緊急時優先携帯電話が学校に配備されているが、学校職  

員専用のため、地域利用は考えないこととする。 

エ 無線 

免許不要の無線は、山間部で送受信に限界があるため、ア

マチュア無線ができる人に協力を要請する。（別紙「電波伝

搬調査成果」参照） 

なお、２０１５年度に実施した第５回大規模避難訓練にお    

いて、ＭＣＡ無線機器をレンタルで利用した。その際、一部

の地域では通信不可能であったため、他の通信所に中継させ

るなどの検討が必要。また、無線機の配備が急務である。   
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５ 「災害時（非常時）」の取組み 

(１) 災害対策総本部の立ち上げ 

・宝塚市に震度６弱以上の地震、土砂災害が発生した場合及び

中山台コミュニティエリア内で通行困難な大規模土砂災害

が発生した場合、可及的速やかに「中山台コミュニティ災害

対策総本部（以下、総本部という）」を立ち上げる。 

・総本部は中山台コミュニティセンターに置く。但し、中山台コ

ミュニティセンターが使用不能の場合は、中山五月台中学校に

置く。総本部の立ち上げを宝塚市に通知する。 

・総本部は中山台コミュニティ会長を本部長とし、各自治会、コ

ミュニティ運営委員会の委員などで構成する。総本部には活動

組織を置く。 

・要援護者担当要員は民生・児童委員などを中心に地域と連携し

て担う。 

 (２) 災害対策本部の役割 

・各自治会エリアで自治会や自治会を中心に設ける自主防災組 

織などと連携する。 

・要援護者担当要員は民生・児童委員などを中心に地域と連携し

て担う。 

・中山台コミュニティエリア外の団体や宝塚市との連絡の窓口

になる。 

 

(３)  各自治会エリア防災組織の活動 

各自治会エリアでは、自治会や自治会を中心にマンション管理

組合、自主防災会などで設けた自主防災組織が活動を開始し、災

害情報、安否情報、支援情報等の確認や避難者同士の安全確認、

情報交換などを把握し災害対策本部に集約する。
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